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手続き・お知らせ

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問 

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
１
０
１
）

福　祉

●
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
っ
て
？

　

障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
が
困
っ
て

い
る
と
き
、
配
慮
が
必
要
な
と
き
な

ど
に
支
援
を
求
め
る
た
め
の
カ
ー
ド

で
す
。
あ
ら
か
じ
め
カ
ー
ド
に
「
お

願
い
し
た
い
こ
と
」
な
ど
を
記
入
し

て
お
き
、
必
要
な
と
き
に
提
示
す
る

こ
と
で
、
周
り
か
ら
の
支
援
を
受
け

や
す
く
す
る
た
め
の
カ
ー
ド
で
す
。

●
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を
提
示
さ

れ
た
ら
？

　
周
り
の
皆
さ
ま
に
お
願
い
で
す
。
ヘ

ル
プ
カ
ー
ド
の
提
示
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
支
援
や
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
だ
れ
が
使
え
る
の
？

　

市
内
在
住
で
、障
が
い
の
あ
る
方
、

難
病
、
妊
産
婦
（
妊
娠
初
期
）
の
方

な
ど
支
援
や
配
慮
が
必
要
な
方
（
障

害
者
手
帳
な
ど
の
有
無
は
問
い
ま
せ

ん
）。
申
請
書
を
書
く
だ
け
で
、
無

料
で
そ
の
場
で
お
渡
し
し
ま
す
。

●
使
い
方
は
？

　

困
っ
た
と
き
に
お
願
い
し
た
い
こ

と
な
ど
を
、
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
に
具
体

的
な
支
援
内
容
を
書
き
込
ん
で
お
き

ま
す
。
財
布
や
カ
ー
ド
ケ
ー
ス
な
ど

に
入
れ
て
携
帯
し
、
必
要
に
応
じ
て

掲
示
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入
内
容
に

は
個
人
情
報
が
含
ま
れ
ま
す
の
で
ご

注
意
を
。

●
配
布
場
所
は
？

　

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課
、
谷
和
原

庁
舎
市
民
窓
口
課
、
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
市
内
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
き
ら
く
や
ま
す
こ
や
か
福
祉

館
（
社
会
福
祉
協
議
会
事
務
所
）

◎
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

市のイメージ
キャラクター

「みらいりんぞう」

茨城県
つくばみらい市

※
実
物
は
免
許
証
サ
イ
ズ
で
す
。

２
月
１
日
㈮
か
ら
配
布
開
始

「心のバリアフリー」それは支え合う “こころ ”

「バリアフリー」という言葉は皆さんご存知ですよね。「バ
リア」＝障壁（じゃまをするもの）、「フリー」＝除去（取
り除く）という意味ですが、障がいのある方や高齢者が
生活していく上で、障壁となるものを取り除くというこ
とがバリアフリーです。
　例えば、建物に段差があると、車イスの方はその先に
進むことができません。そこで、段差という障壁を、ス
ロープを設置することで取り除く、これがバリアフリー
です。手すりや点字ブロック、多機能型トイレ、テレビ
の字幕放送など、街にはさまざまなバリアフリーが浸透
しています。

　では「心のバリアフリー」とは何でしょうか。障がい
のある方が抱える社会的障壁は、施設や設備の改善だけ
では解決できません。私たち一人ひとりが障がいへの理
解を深め、障がいに対する差別や偏見、無関心など（障
壁）をなくし、障がいのある人もない人も、誰もが社会
の一員として生活できるように、お互いの気持ちを尊重
し、みんなで助け合う、それが「心のバリアフリー」です。
  日々の生活のなかで、やさしく見守ることも大事です
が、勇気を出して声をかけてみませんか。その人が本当
に困っているのか、手助けを求めているのかは、直接聞
いてみないとわからないものです。「だいじょうぶです」

「けっこうです」と支援を断られ、空振りに終わってし
まっても気を落とすことはありません。あなたの心遣い
はきっと相手に伝わっているのですから。

問  伊奈庁舎社会福祉課　☎ 58‐ 2111（内線 4101）

～障がい者支援コラム　vol.19 ～

　

市
で
は
、
小
中
学
校
の
体
育
館
や

校
庭
を
、
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
ェ
ー

シ
ョ
ン
を
目
的
と
し
た
団
体
に
開
放

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
定
期
利
用
団
体
の
募
集

を
行
い
ま
す
の
で
、
利
用
を
希
望
す

る
団
体
（
10
人
以
上
の
団
体
）
は
、

2
月
15
日
㈮
ま
で
に
総
合
運
動
公
園

窓
口
ま
で
、
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
富
士
見
ヶ
丘

小
学
校
施
設
も
開
放
と
な
り
ま
す
。

※
条
件
に
よ
っ
て
は
、
貸
し
出
し
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か

じ
め
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限
＝
２
月
15
日
㈮

▼
施
設
利
用
期
間
＝
４
月
１
日
㈪
～

　
２
０
２
０
年
３
月
31
日
㈫（
1
年
間
）

▼
受
付
場
所
＝
総
合
運
動
公
園
窓
口

【
問
い
合
わ
せ
】

　
総
合
運
動
公
園　
☎
58
‐
４
０
０
５　

◎
開
館
時
間
：
火
曜
日
～
土
曜
日
、

午
前
９
時
～
午
後
４
時

学
校
体
育
施
設
を
開
放
し
て
い
ま
す

問 

生
涯
学
習
課
（
総
合
運
動
公
園
）  

☎
58
‐
４
０
０
５

手続き・申請

定
期
利
用
団
体
は
申
請
を


